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１．放射線被ばく問題の⻑期性と普遍性
・フクシマの被ばくも，⻑期にわたるおそれがあると思った
・だれでも，思わぬ不幸に⾒舞われるおそれがあるという意識が必要．

２．福島でもあった放射性降下物・・・未検証の問題
（次⾴：新聞記事）

＋「屋内退避」も安全でない！？
＋被ばく状況が不明確，被害の認識が被害者にとってもむずかしい，という事実
がある． それを加害者／被告が悪⽤している．
＋福島事故直後は，100mSv以下は影響がないなどは⾔ってなかった．

３．裁判と科学の問題
・控訴理由書において，⾼度の科学的⽴証を求めることによって，
責任を回避しようとする意図が⾒られる．
・科学の⾮⼈道的な運⽤についての考え⽅（後述）





被害の認定（社会）と因果関係（科学）

• 「医学的にその因果関係の連鎖がすべて検出できてはじめて，公害
として認められるというような考えかたは，公衆災害の根本をわき
まえないものである．」

• 「有毒物がどのように⼈間の体内に⼊り，それがどのように⼈間の
細胞をおかし，それがいかに病気その他，健康を害するものになっ
ていくか，そのような因果の連鎖というものを化学的，⽣理学的，
医学的に完全に検出することは，多年にわたる膨⼤な研究を必要と
し，ひじょうに困難なことであって，当⾯検出されないからといっ
て，害がないということにはひとつもならないのである．」

武⾕三男編著『⾃然科学概論第3巻』勁草書房，1963，418



ヒューマニズムと科学

•「ルネサンスが⽣んだ市⺠精神，つまり⼈権にめざめてくる精
神が公共の基本であり，また科学や⽂化の基本である」

武⾕（同，414）

•⼈間に対する科学の利⽤は，ヒューマニズム（⼈権，市⺠精
神）に基づかなければならない．



「⿊い⾬」訴訟が提起している問題は，

•⾮⼈道的（反⼈権的）な科学の利⽤に対する異議申し⽴てと
いう，⽣活者の側に⽴つ闘いとしての，⼀般的かつ重要な意義
がある．


